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 会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 松田 麻紀子 

決裁 

市 長 副市長 教育長 部 長 次 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

         

件 名 令和７年第１０回龍ケ崎市教育委員会定例会 

年 月 日 令和７年１０月２２日（水）午後２時００分～午後３時１７分 

場 所 龍ケ崎市役所５階第１委員会室 

出 席 委 員 
大古輝夫教育長、根本勇一教育長職務代理者、山﨑麻里委員、膳法亜沙子委員、小

林史人委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 ２名 

出 席 者 

（教育委員会事務局） 
教育部長                落合 勝弘 
次長                  名島 正博 
教育監                 小林 孝太郎 

 教育総務課長              海老原 弘一 
 文化・生涯学習課長           松崎 竜弥 
 指導課長                秋山 卓也 
 教育総務課長補佐            助川 由紀子 
 教育総務課係長             松田 麻紀子 
（教育機関） 
 教育センター所長            熊澤 つむぎ 
 学校給食センター所長          岩井 務 

議 事 日 程 

１ 開会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 
  議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第２号 龍ケ崎市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 
  議案第３号 龍ケ崎市図書館協議会委員の任用について 
５ 報告事項 

（1） 川原代小学校の統合に関するアンケート集計結果の報告及び児童の保護
者と教育委員会事務局職員との意見交換会のご報告について 

（2） 北竜台学園開校準備会第 1回学校運営部会について 
（3） 北竜台学園開校準備会第４回総務部会について 
（4） 救急搬送時選定療養費補助金制度について 

６ 閉会 
 
教 育 長 

 
 

（１）開会 
 委員の皆様、本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございま
す。今回の教育委員会定例会を開催するに当たりまして、会議を傍聴したい旨、  
２名の方から申出がありましたので、委員の皆様方にお諮りしたいと思います。 
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教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

 本日の議事は、議案３件、報告事項４件の審議が予定されておりますが、報告事
項（3）及び報告事項（4）については、意思決定過程情報であることから非公開と
し、それ以外の議事につきましては公開として傍聴を許可してよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
 それでは、本日の会議については、公開といたします。傍聴される方の入場をお
願いいたします。 
 

（傍聴者入場） 
 
 傍聴される方にお願いを申し上げます。傍聴に際しましては、教育委員会会議傍
聴人規則に従いまして、会議中は御静粛にお願いいたします。本日の会議は、全委
員が出席されており、定足数に達しておりますので、令和７年第１０回龍ケ崎市教
育委員会定例会を開会いたします。 
 
（２）前回会議録の承認 
 はじめに、９月に開催した定例会の会議録の承認を行います。会議録につきまして
は、原案のとおりでよろしいでしょうか。 
 

異議なし。 
 
それでは、会議録については、原案のとおり承認いたします。 

 
（３）教育長報告 
続きまして、教育長報告をさせていただきます。 

（第５７回龍ケ崎市消防ポンプ操法競技大会、市民スポーツ・レクリエーションま
つり２０２５、第４８回龍ケ崎市学校運営協議会研究発表会、北竜台学園第４回総
務部会、令和８年４月新入学児の就学時健康診断、令和８年度学校予算ヒアリング、
第３回部活動の地域展開検討会議、移動図書館車「たつのこぶっくるん」出発式、
第１回龍ケ崎市二十歳のつどい運営委員会、スポーツ・レクリエーションまつり部
活動地域展開説明ブース設営、第２回学校運営協議会（馴柴小）、計画訪問、市内小
中学校の体育的行事開催、第４８回龍ケ崎市学校運営研究協議会研究発表会、児童
生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会、令和７年度第３回市民講座、夢ひろば体
験活動（スポーツクライミング体験、東京スカイツリー見学）学校給食センター施
設見学、学校給食の食物アレルギー対応に係る相談会、給食主任会） 
 
私からの報告は、以上でございます。委員の皆様方から御質問等がございました

らお願いいたします。 
 
（４）議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について  
 それでは議事に入ります。議案第１号「龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正す
る規則について」事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 議案第１号について説明） 
 
ただいま、議案第１号について説明がありましたが、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 
 
補足の説明になりますが、教育課程の総時数が文科省の示した時間数よりも、多

く実施している状況なので、適正な時間数に見直すことと、特に次年度の始業式を
迎えるまでの準備期間が今は、３日しかない状況なので、改正することによって５
日間になりますので、しっかり準備をして迎えることが出来るようになります。年
度末、年度始めは忙しいので７日までにすることで確実に５日間確保ができるよう
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になります。冬休み明けについては、他市町村に在住する教職員の場合、ご自身の
お子さんが休みにも関わらず、親は仕事に行かなければならないという不安定な状
況もありましたので、他市町村と足並みを揃えることで解消になるということも含
めての変更となります。 
 
 冬季休業に関しては、付則にあるように直近冬季休業ではなく次年度の冬季休業
からということでよろしいでしょうか。 
 
 次年度の４月からということになります。その他はいかがでしょうか。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１号については、原案のとおり可決されました。 
 
（５）議案第２号 龍ケ崎市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則に
ついて  
 続きまして、議案第２号「龍ケ崎市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正す
る規則について」事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 議案第２号について説明） 
 
ただいま、議案第２号について説明がありましたが、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 
 
 ３ページの２項にあります文言が、許可するから、承諾するに変更になっていま
すが、これはどのような経緯で変更になりますか。 
 
 上位法などによりますと、許可するというよりは申し出に対し承諾するという内
容になりますので、文言を合わせる形で整理させていただきました。 
 
 似たような表現ですが、許可というのは、どちらかと言えば法律関係において本
当は駄目ですが、それを敢えてというようなものを許可と表現しますので、その辺
の経緯が知りたいです。 
 
 仰るとおりです。内容に合わせた文言整理とさせていただいています。 
 
 そうしますと、このほかにも許可という文言があった場合には、内容を検討して
承諾という文言に変えていくということでよろしいでしょうか。 
 
 条文と照らし合わせて、どのような内容になっているか確認しながら変更してい
きたいと思います。 
 
 ありがとうございました。 
 
 その他はいかがでしょうか。 
 
 特になし。 
 
それでは、採決に移ります。議案第２号について、原案のとおり決することに御
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異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第２号については、原案のとおり可決されました。 
 
（６）議案第３号 龍ケ崎市図書館協議会委員の任用について  
 続きまして、議案第３号「龍ケ崎市図書館協議会委員の任用について」事務局か
ら説明をお願いします。 
 

（文化・生涯学習課長 議案第３号について説明） 
 
ただいま、議案３号について説明がありましたが、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第３号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第３号については、原案のとおり可決されました。 
 
（７）報告事項（1） 川原代小学校の統合に関するアンケート集計結果の報告及び
児童の保護者と教育委員会事務局職員との意見交換会のご報告について  
 続きまして、報告事項（1）「川原代小学校の統合に関するアンケート集計結果の
報告及び児童の保護者と教育委員会事務局職員との意見交換会のご報告について」
事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 報告事項（1）について説明） 
 
ただいま、協議事項（1）について説明がありましたが、御意見等がございました

ら、お願いいたします。 
 
 まとめ方が果たしてこれで良いのか。統合についての考えで、統合した方が良い
が６２％、統合しない方が良いが３３％で大体２０人と１０人ということですよね。
統合した方が良いと思う理由で複式学級は避けたいからが４４％となっています
が、約１０人の中の４４％と考えますと５人位の意見ですよね。グラフで見ると大
半を占めているように見えますが実際の数値は少ない数なので、グラフに違和感を
感じてしまいます。次に何かをまとめる時には、もう少し工夫された方がよろしい
のかなと思いました。すべてを１００％の円グラフにしてしまうと、誤解を招いて
しまう気がするのでご検討をお願いいたします。 
 
 検討事項ということで、ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。 
 
 統合した経験のある保護者としての意見ですが、過半数が得られているのにまだ
意見を聞くというスタンスはどういうところを目指しているのかという不安が保護
者にあるのではないかと感じたところです。ある時期とはいつになるのか、決める
時期をはっきりしてほしいというところで、まとまるなら保護者同士のグループな
どで話したりすると思うので、ある時期が曖昧だから不安になる要素になっている
と感じます。どういう方向にいけば、どのようになるのかなど、ある程度の着地点
が分かると、統合するにしても、統合しないにしても不安がなくなるのではないか
と思います。先程、根本先生も仰っていたように実際の数字が分からないというと
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ころで、母数が変わってくるとパーセンテージの意味合いも変わってくるので実数
でも示せば、その解消はできるのかなと思ったところです。 
 
 ありがとうございます。６割、３割で結果が出ているのに何回も保護者と意見交
換を行うというところですが、統合にまだ納得されていない方に対しても、少しで
も納得性を深めて、不安解消してから方向性を決めたいという趣旨で複数回やって
おります。決めるにしても、時期が決まっていないと不安だということに対しては
仰るとおりですので、しっかり協議した上で保護者に示していきたいと考えていま
す。 
 
 その他はいかがでしょうか。 
 
 川原代小学校の保護者の知り合いから聞くと、川原代小学校の良いところは少数
制と言いますか、しっかり目が行き届いて勉強もしっかり教えてもらえるというと
ころに特化していてそれが良くて川原代小学校を選んだという声が強いです。馴柴
小学校のように人数が多いと、それが薄れてしまうのではないかという意見がほと
んどだと思います。そこを解消していかないと３３％の方にはなかなかご理解いた
だけないのかなと思います。そこをクリアしていくのは難しいかもしれませんが、
ある程度それを踏まえた上で強く進めていっても良いのではないかと個人的には思
っています。 
 
 御意見として頂戴いたします。しっかりとお話を聞いたうえで、一つ一つ不安を
解消するということなので、急ぐというよりは丁寧に一つ一つお答えしていきまし
ょうという姿勢で対応していきたいと思います。 
 
 確認なのですが、このペースでいくといつごろから複式学級になるのですか。 
 
 令和１１年度は確実に複式学級です。令和１０年度に編制される可能性もありま
す。令和１０年度の新入生は極少数になる予定です。 
 
 そうなると、質問６の答えにある令和１１年が目安というのが教育委員会として
も見ている線ということでよろしいですか。 
 
 統合した方が良いという保護者の方の意見を聞きますと、やはり複式学級は回避
したい。気持ちとしては川原代小学校を残したいけれど、複式学級は回避したいと
いう声が多かったので時期の目途としてはこのあたりになるかなと考えています。 
 
 大宮小学校の統合もありましたけれど、準備から始めて統合に至るまでスパン的
には委員会として、どれぐらいの年数を考えていますか。 
 
 龍ケ崎市の場合は大体３年です。大宮小学校は２年でした。なぜかと言いますと
４月に保護者の方と話した時に、なるべく早く統合してくださいという保護者から
の強い要望がありましたので大急ぎで進めて丸２年でしたが一般的には３年です。 
 
 令和１１年に統合するためには、来年度あたりには動き出していないとその目標
は達成できないということですね。 
 
 そういった意味からも、いつの時期に方向性を見出すかということになりますと、
今年度中にはＰＴＡの方で意見をまとまらない、あるいは、どうしたら良いかとい
ったところは教育委員会の方針を示す必要があると考えております。アンケートの
母数で言いますと、川原代小学校の在校生は８１人になります。その中で、６２％
の方が統合した方が良いということなのですが、これが２００人も３００人もいる
ような学校でのアンケートでしたら６対３である程度の数字が出ているのでとなり
ますが、母数が少ないので何回か説明会を開催しまして納得性を得たいと考えてお
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ります。どちらかというと反対されている方の中でも、賛成されている方の中でも
将来の児童推計の数字をお見せしたところ、令和１０年度には数字が減って令和１
１年度には複式学級になる可能性が高いとう数値を見ると積極的賛成はできない
が、仕方ないよねといった意見も聞こえてくる状況です。今年度中には方向性を見
出せるような形でまとめられると良いかなと考えております。 
 
 その他はいかがでしょうか。 
 
 大急ぎでやっても、1 年は複式学級になってしまうかもしれないという状況だと
思いますが、反対意見の方にこういった現状ということを把握していない方もいら
っしゃるかもしれないので、特に反対意見の方に説明会を熱心にやっていただくと
説得ができるのかなと思います。私が経験した時には、反対意見が強く出ていた印
象が残っているので、そこを説得していただくと寄り添っていただけているなと感
じるところもありますので、よろしくお願いします。 
 
 御意見ありがとうございます。意見交換会に参加された１３名は反対意見の方が
多かったのかなといった印象でした。そういう方に対しては丁寧に、年度なども示
しながら情報を出して説明していきたいと思います。 
 
 委員の皆様には常日頃からお話していますように、川原代小学校の教育は非常に
良い実践を積み重ねていますので、通わせている保護者はなおさらこの状況でいけ
るのであれば、このまま通わせたいという思いが強いと思いますので丁寧に進めて
いきたいと思います。 
 
（８）報告事項（2） 北竜台学園開校準備会第１回学校運営部会について  
 続きまして、報告事項（2）「北竜台学園開校準備会第１回学校運営部会について」
です。事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 報告事項（2）について説明） 
 
ただいま、報告事項（2）について説明がありましたが、御意見等がございました

ら、お願いいたします。 
 
 定期的に定例会といった形でやるのか、随時なのか。 
 
 部会は随時で実施する形です。 
 
 そうなると、教務主任部会が重いかなという気がします。今年度いっぱいである
程度まとめるというのは重いです。教務主任というのは日々大変ですから３月まで
にまとめるのは、かなり負担ではないかと感じます。 
 
 その他はいかがでしょうか。よろしいですか。 
 
（９）報告事項（3） 北竜台学園開校準備会第４回総務部会について  
 続きまして、報告事項（3）「北竜台学園開校準備会第４回総務部会について」で
す。なお、報告事項（3）及び報告事項（4）については、意思決定過程情報である
ことから非公開の案件となりますので、傍聴の方は、ここでご退席ください。 
 

（傍聴人退席） 
 
 それでは、事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 報告事項（3）について説明） 
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教 育 長 
 
 
 
 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

教 育 長 

 

 

ただいま、報告事項（3）について説明がありましたが、御意見等がございました
ら、お願いいたします。 
 

【意思決定過程情報を含むため非公開】 
 
  
（10）報告事項（4） 救急搬送時選定療養費補助金制度について  
 続きまして、報告事項（4）「救急搬送時選定療養費補助金制度について」です。
事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 報告事項（4）について説明） 
 
ただいま、報告事項（4）について説明がありましたが、御意見等がございました

ら、お願いいたします。 
 

【意思決定過程情報を含むため非公開】 
 
 
それでは本日の議事は以上ですので、これで閉会したいと思います。最後に、事

務局から連絡事項がございます。 
 
次回以降の会議の日程についてお知らせいたします。１１月は１１月２５日（火）

午後２時からとなります。１２月については、１２月２４日（水）午後２時から予
定しています。よろしくお願いいたします。 
 
 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。お疲れさ
までした。 
  
【議決事項】 

  議案第１号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第２号 龍ケ崎市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 
議案第３号 龍ケ崎市図書館協議会委員の任用について 
 

【会議録調製年月日】 
 令和７年１１月６日 
 
【会議録調製者】  
 龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 係長 松田 麻紀子 

 
 龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により、この会議録を
調製させ、署名する。 
                     教育長  大 古 輝 夫 
 

情 報 公 開 公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第 9条 5号該当） 

報告事項（3）及び報告事項（4）は意思決定
過程情報のため非公開 
 

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


